
運輸安全マネジメント        

株式会社シンクラン 

貨物自動車運送事業法第 24 条の 3 で定める輸送の安全に関わる情報 

（2025 年度） 

１．輸送の安全に関する基本的な方針 

 シンクラングループの運輸安全マネジメントスローガン 
 『安全はすべてに優先する』 
 
① 私たちが提供する「オペレーションエクセレンス」 

  輸送の安全確保が事業経営の根幹であり、オペレーションの基本であることを深く認
識する。 

 
② 私たちは「安全を通して社会に貢献」する 
コミュニケーション能力（対話・共有・動機づけ）を高め、輸送の安全に関する計画の
策定、実行、チェック、改善の PDCAサイクルを確実に実施する。 

 

２．輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況 

全社の事故低減目標及び実績 
項目 2025年目標 2024年目標 2024年実績 
重大事故 0 件 0 件 ０件 
有責事故 26件 25件 53件 
対車両事故率  2.2%以下 1.5％以下 4.4% 

   ※重大事故：自動車事故報告規則第 2 条に規定する事故 
    有責事故：無過失事故以外の事故 
 

３．自動車事故報告規則第 2条に規定する事故に関する統計（2024年 1月～12月） 

事故類型 転覆・転落 火災 衝突 死傷 健康起因 車両故障 
発生件数 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

 



４．輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統 

「運輸安全マネジメント組織図」 
 

 
 

５．輸送の安全に関する重点施策等 

安全衛生推進会の輸送の安全に関する事故防止策として以下の項目に取り組んでいます。 
 
①交差点での安全確認、安全速度の徹底により人身事故の撲滅を図る 
②十分な車間距離と「ながら運転」厳禁の指導を強化し追突事故を無くす 
③休憩・休息の確保と休暇の取得推進による過労運転の根絶を図る 
④後退時の安全確認ポイントの教育による後退事故を無くす 
 
重点施策項目 2025年目標 2024年目標 2024年結果 
①交差点での人身事故 0 ０ 3 
②追突事故 3 ３ 6 
③過労運転 0 0 0 
④後退時の事故 9 ８ 19 

 
 



６．輸送の安全に関する計画 

① 会議、コミュニケーションに関すること 
 （1）経営幹部及び安全統括責任者による現場巡視 
（2）安全衛生会議の開催 
（3）安全推進デーの設定と全営業所とのコミュニケーションの強化 

 
② 指導教育、研修等に関すること 

 （1）新人運転者の育成 
（2）管理・監督者の育成 
（3）運行管理、整備管理に係わる管理指導 
（4）協力会社の安全教育 
（5）安全運転添乗指導者の育成 

 
③ 安全機器導入に関すること 

 （1）全車両のバックモニターの設置 
（2）デジタルタコメーターの設置 
（3）ドライブレコーダーの設置 
（4）インカメラの設置 
（5）バックセンサーの設置 

 
④ 安全情報、事故情報の共有及び伝達に関すること 

 （1）事故発生状況（月報）の配信、共有 
（2）安全啓発動画の配信、共有 
（3）デジタコ評価点の配信、共有 
（4）安全の誓いの日の設定と情報共有 
（5）顧客・協力会社との安全会議への参画と、活動及び事例の共有 

 
⑤ 交通安全に関わる各種活動の促進及び表彰に関すること 

 （1）無事故表彰（個人、管理者、営業所）の実施 
（2）トラック協会主催のドライバーコンテストに参加 
（3）交通安全教室の開催 
 
 
 
 



７．輸送の安全に関する教育及び研修の計画 

 
月 対象 内容 担当 
毎月 新入社員 初任運転者講習 

※国交省告示 ベーシック研修 
ONE MISSION 
LEADERS 

毎月 一般社員 添乗指導教育 
安全運転状況確認と指導 

所長、リーダー 
ONE MISSION 

毎月 一般社員 乗務員に対する安全教育 
※国交省告示 

運行管理者、安全運転管理者 
安全推進部 

適宜 管理者 運行管理・整備管理者講習 安全推進部 
 

1 月 全社 年末年始輸送等の安全総点検 所長、リーダー 
安全推進部 

3 月 全社 安全強化ミーティング 
（安全運転誓い日） 

安全推進部 
ONE MISSION 

4 月 一般社員 
新入社員 

春の交通安全推進運動 
新卒者安全運転研修 

安全推進部 
ONE MISSION 

5 月 一般社員 夏季繁忙期前の安全運転指導 所長、リーダー 
ONE MISSION 

6 月 管理者 新任管理・監督者研修 
 

LEADERS 
安全推進部 

7 月 全社 夏の交通安全運動 
熱中症予防対策 

所長、リーダー 
人事労務部・調達総務部 

9 月 全社 
 

秋の全国交通安全運動 所長、リーダー 
ONE MISSION 

4 月 
10月 

管理者 管理者研修 
添乗指導者の育成 

安全推進部 
ONE MISSION 

11月 一般社員 運転記録証明に基づく指導 
冬の交通安全運動 

所長、リーダー 
安全推進部 

12月 全社 年末年始輸送等の安全総点検 
年末の交通事故防止運動 

所長、リーダー 
ONE MISSION 

 
 

 



８．事故・災害等に関する報告連絡体制 

 

 
 
 
 
 
 
 

当事者

上司

支店長・部長

本部長・統括部長

取締役

社長

安全推進部

安全統括管理者

負傷者の救護・救急車の手配（ 119）

二次災害防止

警察へ連絡（110）

交通事故発生

国土交通省

※自動車事故報告規則に基づく事故の報告

事故等に関する報告連絡体制



９．輸送の安全に関する内部監査結果、措置内容 

① 保安監査の実施 
（1）定期的な巡回指導の実施 
（2）定期的な業務監査（クロス監査）の実施 
（3）各種管理状況の指導と改善指示 

 
② 保安監査結果及び措置 
（1）改善後の状況確認 
（2）関係部署への提言 
（3）マネジメントレビューの実施 

 

１０．安全管理規定、安全統括管理者 

① 安全管理規定  
別掲 PDF 
 

② 安全統括管理者   
執行役員 三葛 昌己 

 


